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厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）

（総括・分担）研究年度終了報告書

ASEAN諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした
安全衛生教育カリキュラムの開発と試行に関する研究

研究代表者 田中寿郎 愛媛大学農学部

研究要旨：ミャンマーの工科系大学32大学で利用できる労働安全衛生教育用の教科書を

作成し出版した。作成に当たり、2018年及び2019年にミャンマーのモービー工科大学及

びヤンゴン海事大学において実施したセミナーの結果を基に、ミャンマーの大学で使い

やすいように内容を30分の講義を8回分に分割し且つ内容をモービー工科大学の担当者

に確認して、教科書を完成させた。また、フィリピンを除くASEAN諸国の大学における

安全衛生教育に関する報告書を完成させた。

研究代表者

田中寿郎     愛媛大学 研究員

研究分担者

伊藤和貴     愛媛大学 教授

ルース・バージン 愛媛大学 教授

岡野聡      愛媛大学 助教

A．研究目的

１．2018年度および2019年度に作成した労働安全衛生

教育用のテキストをミャンマーの実情に合わせ

て改善し、英文のテキストを完成させ出版する。

さらに、このテキストを活用するために、ミャン

マーの全３２工科大学の担当教員にモービー工

科大学に集め、このテキストを活用した教育法に

ついて、セミナーを行う。

２．フィリピン大学の安全衛生管理及び教育につて、

調査を行い、ASEAN地域の大学における安全衛生

教育の調査結果をまとめる。

３．本プロジェクトの成果を高等教育機関における安

全衛生教育の国際会議（The AsianConference 
on Safety &Education in Laboratory2020）で

発表し成果を広める。

B．研究結果

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、海外へ

の渡航や国内移動が困難になった上に、ミャンマ

ーの軍事政権によるクーデターため、計画した海

外での活動は実施できなかった。そのため、安全

衛生教育のための教科書作りに注力した。

1．2018 年および 2019 年にミャンマーの大学で

セミナーを行い、2019 年に原案を作成した

  労働安全衛生教育用のテキストを基に、教

科書を作成し2022年3月に出版した。教科

書に使用した、イラストは、研究協力者の

岡山大学川上真以氏が作成した。内容の監

修は田中寿郎教授、英文作成及び校閲はル

ース教授が担当した。

２. フィリピンの大学の安全衛生教育に関する

調査は、訪問調査およびWeb調査ともに、

実施を試みたが、実施できなかった。そこ

で、研究協力者の宮崎隆文氏及びジンチェ

ンコ寧氏にフィリピン以外の大学につい

て、取りまとめていただいた。

３．本プロジェクトの成果については、国際会

議（ACSEL2020、2020年12月Web開催)
及び、2022年3月に開催されたRESE研究

会にて発表を行った。

C．研究発表

1.  論文発表 なし

2.  学会発表

・What topics should be taught as the
first step in safety education in 

technological universities?  T. Tanaka*,
K. T. Lwin, K. Ito, S. Okano, 

R. Vergin, M. Kawakami and 
T. Miyazaki, ACSEL2020
(Web Conference), 2020/12.
・ 工学系大学向け「労働安全衛生」カリキ

ュラム及び教科書作成の試み、伊藤和貴、ル

ースバージン、岡野聡、宮崎隆文、田中寿郎

REHSE第11回研究会 2022/3 東京大学

D．知的財産権の出願・登録状況なし
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別添４

厚生労働科学研究補助金（労働安全衛生総合研究事業）

（総括・分担）研究年度終了報告書

ミャンマーの工科系大学で使用する労働安全衛生教育テキスト
作成に関する研究

研究分担者 伊藤和貴 愛媛大学大学院連合農学研究科教授

研究要旨

ミャンマーの工科系大学で、日本式の労働安全衛生に関する講義を継続的に開講し、

日本的な安全衛生習慣を持った技術者を育成することで、ヤンゴン地域のティラワに

進出している日本企業で日本式の労働安全衛生教育を受けたミャンマーの工科系大学

の学生が活躍できることを目的とした安全衛生教育カリキュラムと教科書の作製。

A．研究目的

最大都市ヤンゴンの近郊Thilawaに日本とミャ

ンマー政府が協力して大規模な工業用地を開発し

日本企業を誘致しているが、ミャンマーでは安全

衛生に関する知識導入や啓蒙活動は不十分であ

る。また政府は、その重要性については理解して

いるものの法体系の整備も遅れているのが現状で

ある。

そこで、本研究ではミャンマーの工科系大学で、

日本式の労働安全衛生に関する講義を継続的に

開講し、日本的な安全衛生習慣を持った技術者を

育成するためのテキスト（2018 年～2019 年に試

行したものを改善）の作成を行い教科書として出

版する。

B．研究方法

日本式安全衛生教育のためのカリキュラムの開発

とテキストの作成にあたっては、愛媛大学で用い

ている初任者向け教育用教材を基にテキスト原

案を作成し、教科書として出版する。

C．研究結果

これまでに作成したミャンマーの工科系大学向け

に安全衛生教育教材とカリキュラムの原案を基

に、テキストを本事業の研究分担者の専門分野を

考慮して分担作成を依頼した。分担作成したテキ

スト原稿をまとめ、分担者であるルース先生に英

文校閲と最終調整を依頼し、テキスト作成を行っ

た。その後、作成されたテキストの内容について、

ミャンマーの工科系大学の教員による確認作業

を行った。この原稿を基に、冊子版と電子版の教

科書を出版した。

D．考察
これまでの試行から改善した安全衛生教育

教材とカリキュラムを実施するために分担者

全員でミャンマーの工科系大学３大学で使用

できるテキストを作成した

安全衛生概念が未発達な国情を考慮して、こ

テキスト作成で特に意識したのは、なぜ安全が

必要なのか？という点を強調し、さらに日本の

安全衛生教育現場の初任者向けの安全衛生の

最も基本的な内容に限定して、①なぜ安全衛生

が必要なのか、②リスクマネジメント、③安全

を守るための組織と行動に限定してテキスト

を作成した。出版した教科書は、国内では、留

学生や技能実習生の安全教育にも使用できる。

E．結論

  ミャンマーをはじめとして、十分に安全文化

が成熟していない国々の学生や労働者向けの

カリキュラムを立案し、それに沿った教科書を

発行できた。国内では、留学生や技能実習生の

安全教育に使用できる。

F．研究発表

  1.  論文発表 ： なし

  2.  学会発表 ：

    研究代表と同じ

G．知的財産権の出願・登録状況

   （予定を含む。）

  1. 特許取得   なし

  2. 実用新案登録 なし

  3.その他 なし
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厚生労働科学研究補助金（労働安全衛生総合研究事業）

（総括・分担）研究年度終了報告書

教材の作成と講義の試行に関する研究

研究分担者 R・C Vergin 愛媛大学国際連携推進機構教授

研究要旨

ミャンマーの大学で日本式の安全講習会を開催するために、モービー工科大学と講

義内容の詳細な打ち合わせをもとに、作成したオリジナルの教材の英文校閲を行い、

英文の教科書として完成させた。さらに、海外での使用を考慮して、冊子版と電子

書籍版の2種類の形態の教科書を出版社から発行した。

A．研究目的

１．日本式安全衛生教育をミャンマーの大学に提供

するために作成した教材の英文校閲を行い、教材を作

成する。

  

B．研究方法

研究分担者により作成された教材を研究分担者と

ともに内容を確認しながら英語の校閲を行った。さら

に、ミャンマーの実情にあわせるために、モービー工

科大学の担当教員と連絡を取りながら内容の調整、教

材全体の文体や表現方法の統一をおこない、英文の教

科書を編集した。さらに、冊子版及び電子書籍版の2

つの形態の教科書として出版した。

C．研究結果

令和2年度は、コロナウイルス感染症拡大のため、

予定下板ミャンマーへの訪問と完成した教科書を使

ったセミナーが実施できなかった。また、インターネ

ット環境が十分にいきわたっていないので、日本から

の遠隔セミナーも実施が困難であった。

教科書は、作成段階から何度もモービー工科大学の

学長や担当教員との間で打ち合わせを行った。原稿内

容は何度もモービー工科大学の担当教員に確認をし

てもらい、ミャンマーの実情に合わせた教科書になる

ように編集した。

最終的に、30分の講義時間で8回分のアクティブラ

ーニングの手法を使った講義に適するように調整し、

英語の校閲と英語表現の修正を行なうともに、文体や

体裁の調整を行い、完成させた。この教科書は、海外

での利便性を考え、冊子版と電子書籍版を出版社から

発行した。

D．考察
これまでの試行から改善した安全衛生教育

教材とカリキュラムを実施するために分担者

全員でミャンマーの工科系大学で使用できる

テキストを作成した

安全衛生概念が未発達な国情を考慮して、こ

テキスト作成で特に意識したのは、なぜ安全が

必要なのか？という点を強調し、さらに日本の

安全衛生教育現場の初任者向けの安全衛生の

最も基本的な内容に限定して、①なぜ安全衛生

が必要なのか、②リスクマネジメント、③安全

を守るための組織と行動に限定してテキスト

を作成した。

この教科書は、国内では、留学生や技能実習

生の安全教育にも利用できるものである。

E．結論

  ミャンマーの工科系大学に初心者向け日本

式安全衛生教育をミャンマーでミャンマー工

科大学の教員が学生に教える時に使用する教

科書を作成し冊子版と電子版を発行した。

F．研究発表

  1.  論文発表 ： なし

  2.  学会発表 ：

    研究代表と同じ

G．知的財産権の出願・登録状況

   （予定を含む。）

  1. 特許取得   なし

  2. 実用新案登録 なし

  3.その他 なし

-９-
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教材の作成と講義の試行に関する研究

研究分担者 岡野 聡 愛媛大学大学院理工学研究科助教

研究要旨

ミャンマーの大学で日本式の安全講習会を開催するため、オリジナルの英語教材

の分担執筆を行うとともに、作成に関する取りまとめを行った。

Ａ．研究目的
最大都市ヤンゴンの近郊 Thilawa に我が国とミ

ャンマー政府とが協力して大規模な工業用地を開

発し日本企業を誘致しているが、ミャンマーでは

安全衛生といった、人の生活の基本についての知

識導入や啓蒙活動は不十分である。また政府は、

その重要性については理解しているものの法体系

の整備も遅れ、現状ではそこまで手が回っていな

いというのが現状である。

本研究は、ミャンマーの工科系大学で日本式の労

働安全衛生に関する講義を継続的に開講し、日本

的な安全衛生習慣を持った技術者を育成すること

を目的としている。2020-2021 年度は、当初の予

定では安全衛生講習会のテキストを完成させ、実

際にモービー工科大学で講義を行う予定であっ

た。しかし本年度は世界的な新型コロナウイルス

拡大及びミャンマー国内でのクーデターの発生に

より、ミャンマーに訪問することはおろか、日本

国内での対面での打ち合わせも困難な状況であっ

た。研究者は、コロナ禍におけるテキスト作成の

取りまとめを行った。

Ｂ．研究方法
本プロジェクトのメンバーは、愛媛大学と岡山

大学の教職員で構成されている。またテキストの完

成には、モービー工科大の教員との意見交換も重要

であった。国内でのテキストの打ち合わせは、ZOO

Mによるweb会議システムを用いた。会議は２年間で

10回以上行実施した。

なお、2020年の秋は比較的コロナウイルスの

感染状況も落ち着いていたため、県内での対

面での打ち合わせは可能であった。そこで愛

媛大学の構成員は対面で、その他のメンバー

はwebによる参加を試みた。今回のように数10

ページに及ぶテキストの修正を行う場合は、

対面で打ち合わせることで文章の並び替えや

図の配置について、意思の疎通が図りやすい

と感じた。またモービー工科大学の教員との

連絡は、共同研究者のRuth氏が行い、日本と

ミャンマーの現状や習慣の違いについても留

意した。

Ｃ．研究結果

遠隔での打ち合わせにより、対面と同等の

完成度のテキストが完成し、出版すること

ができた。

Ｅ．研究発表

該当なし

F．知的財産権の出願・登録状況

  （予定を含む。）

1.特許取得

該当なし

2.実用新案登録

該当なし

3.その他

該当なし

-10-
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研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

    書 名    Occupational Safety and Health 

                  An Introduction to Building a Safety Culture

編 者 田中寿郎(Dr. Toshiro Tanaka) 愛媛大学大学院理工学研究科

ルース・バージン(Prof. Ruth Vergin) 愛媛大学国際連携推進機構

出版社   海青社 (2022/4/11)

出版日  2022/3/20

言 語 英語

大型本  47ページ

ISBN-104860994035

ISBN-13978-4860994037

寸法 21 x 0.5 x 29.7 cm

-１１-
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「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式

令和３年 4 月 1 日
厚生労働大臣                                        

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

                              機関名 愛媛大学

                     所属研究機関長 職 名 学長

                             氏 名 仁科 弘重      

   次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                       

２．研究課題名 ASEAN諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした
安全衛生教育カリキュラムの開発と試行 （H30-労働－一般-001）

３．研究者名（所属部局・職名） 理工学研究科 教授                    

      （氏名・フリガナ） 田中寿郎 タナカトシロウ                 

４．倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）
審査済み   審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※

3）
□   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

（ 指 針 の 名

称：                  ）

□   ■ □ □

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

  ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



別紙６

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式

令和３年 4 月 1 日
厚生労働大臣                                        

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

                              機関名 愛媛大学

                     所属研究機関長 職 名 学長

                             氏 名 仁科 弘重      

   次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                     

２．研究課題名 ASEAN諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした
安全衛生教育カリキュラムの開発と試行 （H30-労働－一般-001）

３．研究者名（所属部局・職名） 連合農学研究科 教授                  

   （氏名・フリガナ） 伊藤和貴 イトウカズタカ                

４．倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）
審査済み   審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※

3）
□   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

（ 指 針 の 名

称：                  ）

□   ■ □ □

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

  ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



別紙６

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式

令和３年 4 月 1 日
厚生労働大臣                                        

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

                              機関名 愛媛大学

                     所属研究機関長 職 名 学長

                             氏 名 仁科 弘重      

   次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                          

２．研究課題名 ASEAN諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした
安全衛生教育カリキュラムの開発と試行 （H30-労働－一般-001）

３．研究者名（所属部局・職名） 国際連携推進機構 教授                 

   （氏名・フリガナ） ルース・キャロル・バージン                

４．倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）
審査済み   審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※

3）
□   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

（ 指 針 の 名

称：                  ）

□   ■ □ □

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

  ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



別紙６

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式

令和３年 4 月 1 日
厚生労働大臣                                        

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

                              機関名 愛媛大学

                     所属研究機関長 職 名 学長

                             氏 名 仁科 弘重      

   次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                       

２．研究課題名 ASEAN諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした
安全衛生教育カリキュラムの開発と試行 （H30-労働－一般-001）

３．研究者名（所属部局・職名） 理工学研究科 助教                  

   （氏名・フリガナ） 岡野聡 オカノサトシ                 

４．倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）
審査済み   審査した機関 未審査（※2）

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※

3）
□   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針
□   ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と

（ 指 針 の 名

称：                  ）

□   ■ □ □

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

  ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和４年５月20日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国立大学法人愛媛大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
 
                              氏 名  仁科 弘重         
 
次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  労働安全衛生総合研究事業                           

２．研究課題名 ASEAN 諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした 

安全衛生教育カリキュラムの開発と試行 （H30-労働－一般-001）          

３．研究者名（所属部署・職名）  農学部・研究員                        

   （氏名・フリガナ） 田中寿郎 タナカトシロウ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □  ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □  ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
  ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和４年５月20日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国立大学法人愛媛大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
 
                              氏 名  仁科 弘重         
 
次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  労働安全衛生総合研究事業                           

２．研究課題名 ASEAN 諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした 

安全衛生教育カリキュラムの開発と試行 （H30-労働－一般-001）          

３．研究者名（所属部署・職名）  連合農学研究科 教授                     

   （氏名・フリガナ） 伊藤和貴 イトウカズタカ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □  ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □  ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
  ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



別紙５  
 

「厚生労働科学研究費における倫理審査及び利益相反の管理の状況に関する報告について 
（平成26年4月14日科発0414第5号）」の別紙に定める様式（参考） 

 
 

令和４年５月20日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国立大学法人愛媛大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
 
                              氏 名  仁科 弘重         
 
次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 労働安全衛生総合研究事業                            

２．研究課題名 ASEAN 諸国の大学等における安全衛生教育の実態調査及びミャンマー国を例とした 

安全衛生教育カリキュラムの開発と試行 （H30-労働－一般-001）          

３．研究者名（所属部署・職名）  理工学研究科 助教                      

   （氏名・フリガナ） 岡野聡 オカノサトシ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □  ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □  ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
  ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 


